
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号  担当課 循環型社会推進課 

法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 根拠条項 ９の３－10 
不利益処

分の種類 

市町村設置一般廃棄物処理施

設の改善命令等 

（根拠規定） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出） 

第九条の三 市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄

物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に

掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境

に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出

なければならない。 

２～９ 省略  

10 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が

第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る

第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若

しくは維持管理に関する計画（これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変

更後のもの）に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理

施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずる

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


